
      

墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例 

の一部を改正する条例（案）概要 

１ 改正理由 

  東日本大震災の発生を踏まえ、一定規模以上の集合住宅に対して地震災害対策を講ず

ることを義務化するほか、より実態に合わせた集合住宅の定義の変更及び多様な世代が

住み続けられる居住面積の向上を図るための改正を行う。また、事業者等に対し指導を

強化するため計画内容の報告を求める条文を新設する。 

 

２ 主な改正内容 

（１）地震災害対策義務の新設（条例第８条の２） 

   大規模・高層集合住宅の地震災害の影響を軽減するため、以下の事項について規則

で定める。また、当該規模未満の集合住宅についても努める規定を設ける。 

規   模 地震災害対策 

住戸数が１００戸以上

の集合住宅（大規模集

合住宅） 

① 複数箇所に防災備蓄倉庫の整備（備蓄飲食料及び救出

工具の配備については努める規定とし、関係部課と事前

協議することとする） 

② 災害時に利用可能な便所が設置できるようなマンホー

ルの整備 

③ 雨水貯留槽の整備 

高さが３１メートルを

超える集合住宅（高層

集合住宅） 

① 家具転倒防止対策（内装下地などの配慮） 

② 住戸内のガラス飛散防止対策 

③ 造付家具の開閉防止対策 

④ 耐震玄関扉により住戸内閉じ込め防止対策 

 

（２）集合住宅の定義変更（条例第２条） 

   一家族が共同で生活するために建築する多世代住宅※１を緩和すると共に、開発指導

要綱※２の小規模集合住宅の一部を条例化し規制強化を図る。（※１：建築基準法、同

法施行令上による共同住宅等をいう。※２：墨田区良好な建築物と市街地の形成に関

する指導要綱をいう。） 

現   行 改 正 案 

ア 住戸数が１５戸以上の共同住宅 

 
 

イ 延べ床面積が１，０００平方メー
トル以上の共同住宅 

 
ウ 地階を除く階数が５以上の共同住

宅 
 

ア 住戸数又は住室数が１５以上の共同

住宅、寄宿舎又は長屋 
 

【削除】 
 

 
【削除】 

 
イ 地階を除く階数が３以上かつ住戸数

又は住室数が１０以上の共同住宅、寄
宿舎又は長屋 
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（３）専用床面積に係る基準の改正（条例第８条） 

多様な世代が住み続けるために、一定規模以上の大規模集合住宅に対しファミリー

タイプ住戸の附置割合を拡大する。また、それ以下の集合住宅にあってはファミリー

タイプ住戸の誘導規定を設け事業者に対し選択肢の拡大を図る。 

現   行 改 正 案 

【新設】 
住戸数が１００戸以上の場合、その５０％

以上の住戸を４０㎡以上とし、２０％以上
の住戸を７０㎡以上とすること。 

住戸数が５０戸以上の場合で、その半
数以上の住戸を４０㎡以上としたとき

は、全体の２０％以上の住戸を７０㎡
以上にすること。 

 
 

住戸数が５０戸以上１００戸未満の場合
で、その半数以上の住戸を４０㎡以上と

したときは、全体の２０％以上の住戸を
７０㎡以上にすること。ただし、全住戸

を４０㎡以上としたときは、この限りで
ない。 

住戸数が２５戸以上の場合、その３０％

以上の住戸を４０㎡以上にすること。 

住戸数が２５戸以上１００戸未満の場合、 

その３０％以上の住戸を４０㎡以上にする

こと。 

 

（４）計画内容の報告を求める条文の新設（条例第２０条の２） 

条例による整備規定の実効性を高めるために、事業者等に対し建築計画等の内容に

ついて報告を求めることができることとし、当該事業者等が求めに応じず報告を行わ

ない場合は指導・勧告ができることとする。 

 

３ 施行予定日等と経過措置 

（１）施行予定日は平成２４年７月１日とする。ただし、条例第８条の２（災害対策）

については、同年９月１日とする。 

（２）経過措置としては、施行日前までに協議申請を行い、その後協議が成立して建築

確認を受けた集合住宅については、なお従前の例による。 

 

 

 

 


